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Ⅰ 総論 

 

 

１ 目的 

 

本計画は、次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に

関する法律に基づき、職員が仕事と家庭生活を両立しながら能力を十分に発揮でき

る職場環境を整備するとともに、女性職員の活躍推進を図ることを目的とする。 

 

 

２ 法的根拠 

  

  本計画は以下に基づき策定する。 

• 次世代育成支援対策推進法（平成 15年法律第 120号）第 19条  

• 女性活躍推進法（平成 27年法律第 64号）第 19条 

 

 

３ 策定主体・任命権者 

 

長洲町長 

長洲町議会議長 

長洲町選挙管理委員会 

長洲町教育委員会 

長洲町代表監査委員 

長洲町農業委員会 

長洲町水道事業管理者 

 

４ 計画期間 

 

令和８年度（2026年度）から令和 12年度（2030年度）までの５年間とする。 

 

５ 対象職員 

 

本計画は、常勤職員を対象とするほか、会計年度任用職員についても、適用され 

る制度の範囲において対象とする。 
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６ 計画の推進体制 

 

（１）任命権者 

 計画の進捗状況を毎年度把握・分析し、公表するとともに必要な改善を行う。 

（２）所属長 

 職場環境の整備及び制度利用の促進について責任を持つ。 

  （３）人事担当課 

   制度周知、相談対応、進捗管理及び公表を担う。 

 

７ 公表 

 

   本計画及び取組状況、数値目標の達成状況については、毎年度公表する。 

 

Ⅱ 現状分析と課題 

 

１ 女性職員の登用状況 

  

〔職員に占める女性の割合〕（令和8年3月31日現在） 

女性職員の割合 35.7％ 143人中 51人 

 

〔管理的地位にある職員に占める女性職員の割合〕（令和 8 年 3 月 31 日現在） 

課長職 20.0％ 15人中 3人 

  

〔各役職段階にある職員に占める女性職員の割合〕（令和 8 年 3 月 31 日現在） 

課長補佐 
目標 

30％ 
25.1％ 

19.2％ 26人中5人 

係 長 31.0％ 29人中9人 

 

〔採用した職員に占める女性職員の割合〕 

目標 令和２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

40％以上 50％ 20.0％ 80.0％ 50.0％ 60.0％ 
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〔平均した継続勤務年数の男女の差異〕 

目標 令和２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

男性 18.5年 18.9年 19.2年 19.8年 20.3年 

女性 17.3年 18.3年 18.5年 18.7年 17.8年 

 

  ○ 本町における女性職員の割合は 35.7％と一定の割合を占めているが、管理的 

地位にある職員に占める女性割合は課長職で 20.0％にとどまっており、上位職 

への登用が十分に進んでいない状況にある。 

○ 課長補佐における女性割合は目標値を下回っており、管理職への登用に向け 

た中間層の育成及び配置に課題がある。一方で、係長級においては女性割合が 

比較的高く、登用候補となる人材は一定程度存在しているものの、上位職への 

登用に十分結びついていない。 

○ 女性職員の平均継続勤務年数は男性と比較してやや短く、キャリア形成の継 

続性に課題が見られる。さらに、採用における女性割合には年度ごとのばらつ 

きがあり、安定的な人材確保の観点から改善の余地がある。 

 

２ 育児休業等の取得の状況 

 

〔育児休業取得率〕 

 目標 令和２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

女性 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

人数 ２人中２人 ２人中２人 ３人中３人 １人中１人 ２人中２人 

男性 
10% 0％ 25.0％ 100％ 50％ 100％ 

人数 １人中０人 ４人中 1人 ０人中０人 ２人中２人 ４人中４人 

  ※男性の育児休業取得率の計算方法 

子の出生から原則 1年以内に育児休業を取得した者 

／対象年度中に子が出生した男性職員 

 

〔男性職員の配偶者出産及び育児参加のための休暇取得率〕 

 令和２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

出産時の付き添い 50.0％ 50.0％ 20.0％ 66.6％ 75.0％ 

出産時の子の養育 0％ 0％ 20.0％ 0％ 0％ 
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〔子の看護のための休暇取得率〕 

 令和２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

子の看護 9.8％ 14.6％ 25.0％ 45.5％ 39.1％ 

 

○ 男性職員の育児休業取得率については、近年は取得者が増加しており、直近年 

度においては対象者全員が取得するなど高い水準で推移している。一方で、取得期 

間を見ると、女性職員は1年以上の長期取得が多いのに対し、男性職員は短期間（主 

に2週間以内）の取得が中心となっている。このことから、男性の育児休業につい 

ては「短期間取得にとどまっている」という課題があり、今後は一定期間以上の取 

得促進や、取得しやすい職場環境のさらなる整備が必要である。 

 

３ 時間外勤務の状況 

 

〔ノー残業デーの参加率〕 

 令和２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

参加率 83％ 86％ 91％ 92％ 92％ 

  

〔職員一人当たりの月あたりの超過勤務時間〕 

 令和２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

管理職

以外 
7時間 10分 10時間 48分 7時間 52分 7時間 39分 9時間 1分 

 

○ ノー残業デーの実施や管理職による声掛け等により、定時退庁の推進に取り 

組んでいる。 

○ 管理職による業務量の把握及び業務配分の見直しにより、時間外勤務の縮減 

に努めている。しかしながら、年度によっては時間外勤務時間が増加しており、 

業務量の偏在や繁忙期対応などに起因する課題が見られる。 

このため、業務の見直し・効率化及び人員配置の適正化など、組織的な取組 

を一層推進する必要がある。 

 

４ 年次有給休暇の取得状況 

 

〔年次休暇取得日数〕 

 目標 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

取得日数 12日 10.5日 11.5日 11.1日 11.4日 12.1日 

※年間、20 日の年次休暇のうち、60％にあたる 12 日を目標としています。 

 

○ 年次休暇については、夏季休暇と組み合わせた連続休暇の取得や、計画的な

取得の促進に取り組んでいる。しかしながら、取得日数は概ね目標に近い水準



- 5 - 

 

で推移しているものの、年度によっては目標を下回る状況が見られる。 

また、取得状況には職員間で差が見られることから、業務の平準化や職場内

の相互支援体制の強化により、更なる取得促進を図る必要がある。 

 

 

Ⅲ 目標設定 

 

 

１ 育児休業等の取得の促進 

〔育児休業目標取得率〕 

女性の取得率 100％ 男性の取得率 100％ 

 全ての該当職員が取得することを前提とした職場運営を実施する。 

 

２ 時間外勤務の縮減 

 

〔ノー残業デーの目標参加率〕 

ノー残業デーの参加率 95％ 

 

〔職員一人当たりの月あたりの超過勤務時間〕 

○ 前年度比減を目標とする。 

    原則：月 45時間以内・年 360時間以内 

 

３ 年次有給休暇、特別休暇の取得促進 

 

〔年次休暇目標取得日数〕 

取得日数 14日 

 

 

４ 管理職に繋がる女性職員登用の推進 

 

〔管理的地位にある職員に占める女性職員の目標割合〕 

課長職以上 20％以上 

 

〔係長以上（課長職以上を除く）の女性職員の目標割合〕 

課長補佐 
30％以上 

係 長 
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Ⅳ 具体的取組 

 

 

１ 両立支援 

 

（１）妊娠・出産支援 

① 母性保護制度の周知徹底 

妊娠中及び出産後の職員に対しては、母性保護及び母性健康管理の観点から、 

関係制度の周知を徹底するとともに、業務内容や勤務条件について必要な配慮 

を行う。 

② 業務軽減措置の実施 

 所属長は当該職員の健康状態や業務負担を把握し、適切な業務軽減措置を講 

じる。 

（２）育児休業 

① 男性の取得を前提とした運用 

 男女を問わず取得することを前提とした職場運営を推進する。 

② 男性の育児休業取得促進奨励金制度の周知徹底 

 特に男性職員の育児休業については、取得促進奨励金制度の周知を図るとと 

もに、短期間にとどまらない一定期間の取得を促進する。 

  

③ 業務分担の見直し 

 育児休業の取得に際しては、所属において業務分担の見直しを行い、代替体 

制の確保や業務の平準化を図ることで、取得しやすい職場環境を整備する。 

（３）復職支援  

   育児休業等から復職する職員に対しては、円滑な職場復帰を支援するため、 

研修機会の提供や業務に関する情報提供を行う。 

 

① 研修機会の提供 

  ② 情報提供の実施 
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２ 働き方改革 

  

（１）時間外勤務 

 時間外勤務の縮減を図るため、業務の見直し及び効率化を推進する。 

所属長は、職員ごとの業務量を適切に把握し、業務配分の見直しを行うとともに、 

時間外勤務命令の適正な運用を徹底する。 

また、長時間勤務が見込まれる職員については、残務届の提出を徹底するととも 

に、必要に応じて面談を実施し、健康管理及び業務改善を図る。 

① 業務見直し・効率化 

② 管理職による業務量管理 

③ 残務届の提出の徹底 

④ 長時間勤務者への面談実施 

（２）ノー残業デー 

 定時退庁を推進するため、週１回のノー残業デーを実施する。 

所属長は、自ら率先して定時退庁を行うとともに、職員が定時退庁しやすい職場 

環境の整備に努める。 

 ① 週 1回実施 

  ② 管理職による率先退庁 

（３）業務改革 

 業務の効率化を図るため、ペーパーレス化を推進するとともに、会議の開催方法

の見直しや時間短縮を図るなど、業務の簡素化及び合理化を推進する。 

  ① ペーパーレス化 

  ② 会議削減・効率化 

 

３ 休暇取得促進 

   

年次休暇の取得促進を図るため、職員に対し計画的な取得を促すとともに、 

業務の平準化や相互応援体制の整備により取得しやすい環境を整備する。 

  また、連続休暇の取得を推進するとともに、子どもの行事やライフイベントに合

わせた休暇取得を促進する。 

 （１） 計画的取得の徹底 



- 8 - 

 

（２） 連続休暇の推進 

（３） 子育て・行事への取得促進 

 

４ 女性活躍推進・男女共同参画社会の推進 

  

女性職員の活躍推進を図るため、管理職候補となる人材の計画的な育成を行う。 

また、能力及び適性に応じた登用を積極的に行うとともに、研修等を通じたキャリ

ア形成支援を実施する。 

（１） 管理職候補の計画的育成 

（２） 能力に応じた登用 

（３） キャリア形成支援 

 

５ 不妊治療支援 

 

（１） 制度周知 

 不妊治療と仕事の両立を支援するため、関係制度の周知を行うとともに、通院等 

に配慮した勤務体制の整備を図る。 

（２） 取得しやすい環境整備 

 職員が安心して治療に専念できるよう、職場における理解促進に努める。 

 

６ 介護と仕事の両立 

 

（１） 制度周知 

 介護と仕事の両立を支援するため、介護休暇等の制度の周知を図るとともに、 

柔軟な勤務形態の活用を促進する。 

（２） 柔軟な勤務対応 

 職員の状況に応じた業務配慮を行い、継続して勤務できる環境を整備する。 
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７ ハラスメント防止 

 

 （１） 妊娠・出産・育児に関するハラスメント防止  

  妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止を徹底するため、職員への

周知及び意識啓発を行う。 

（２） 相談体制の整備 

 相談窓口の周知及び体制の整備を行い、安心して相談できる環境を確保する。 

 

Ⅴ 評価と見直し（ＰＤＣＡ） 

 

本計画の実効性を確保するため、計画の進捗状況について毎年度把握及び評価を行

う。評価にあたっては、各数値目標の達成状況を確認するとともに、取組内容の実施

状況について分析を行い、課題の抽出を行う。 

これらの結果については、任命権者において総合的に評価を行い、必要に応じて取

組内容の見直しや改善措置を講じる。 

また、評価結果及び取組状況については、ホームページ等を通じて公表し、透明性

の確保を図る。 

さらに、社会情勢の変化や制度改正等を踏まえ、計画期間中であっても必要に応じ

て計画の見直しを行うものとする。 

（１） 毎年度進捗管理を実施  

（２） 数値分析を実施  

（３） 必要に応じ計画見直し 

 

Ⅵ その他 

 

 本計画の推進にあたっては、職員一人ひとりが働き方を見直し、組織全体で支え合

う職場風土の醸成を図る。 


